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Ⅰ 総論 

１ 目的 

  平成１５年７月に制定された「次世代育成支援対策推進法１）（以下「次世代育成

法」という。）」により、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育成される

環境の整備のために、国、地方公共団体、事業主がそれぞれ行動計画を策定し、積極

的に取り組むことが義務付けられました。 

長井市においても、平成２０年３月の本計画策定及び平成２２年１０月の本計画改

定により、行政機関としての立場から本市の子どもたちへの取り組みはもちろんのこ

と、職員を雇用する立場から職員の子どもたちが健やかに育つことができるよう組織

全体で取り組んできたところです。 

平成２６年４月には、次世代育成法の一部改正が行われ、その有効期限が更に１０

年延長されました。長井市でも、改正後の次世代育成法に基づく行動計画（以下「次

世代育成法行動計画」という。）策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえ、更に職員

が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、また、改正後の次世代育成支援対策

を計画的かつ着実に推進するため、計画の一部を見直しました。 

さらに、平成２７年８月に制定された「女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律２）（以下「女性活躍推進法」という。）」により、自らの意思によって職業生活

を営み、又営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮される環境整備のために、

国、地方公共団体、事業主がそれぞれ女性活躍推進法に基づく行動計画（以下「女性

活躍法行動計画」という。）を策定し、積極的に取り組むことが義務付けられました。 

これまで家庭の中で育児や介護、家事を主に担い、時間的制約のある状況で仕事を

することの多かった女性の活躍を推進するためには、男性も女性も、家庭の中で育児

や介護、家事を同じように担い、職場でも責任を持って働くことのできるよう、仕事

と家庭を両立しやすい職場環境づくりに取り組む必要があります。 

本計画は、次世代育成法行動計画及び女性活躍法行動計画の取組みを共有し、また

両計画を一体的なものとして推進していくため策定しています。 

これにより職員が男女ともに個性と能力が十分に発揮され、仕事と家庭を両立でき

るよう組織全体で取り組みます。 

 

２ 計画期間 

  本計画は、次世代育成法行動計画と女性活躍法行動計画を一体的に策定していま

す。次世代育成法行動計画については令和６年度まで、女性活躍法行動計画について
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は、令和７年度までの計画実施を目指します。 

 

３ 計画の対象 

  本計画は、市長の任命にかかる職員、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委

員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の職員を対象とします。 

 

４ 計画の推進体制 

（１）次世代育成支援対策及び女性の職業生活における活躍を効果的に推進するた

め、各部局における管理職及び職員代表者等を構成員とする長井市安全衛生委

員会を開催し、計画の推進と進捗管理を行うとともに、必要に応じて計画を見

直します。 

（２）次世代育成支援対策及び女性の職業生活における活躍に関する管理職や職員に

対する研修、情報提供等を実施します。 

（３）行動計画の内容の周知は、資料の作成・配布、庁内ネットワークの掲示板の活

用等により行います。 

 

Ⅱ 具体的な内容 

 １ 職員の勤務環境に関する事項 

（１）妊娠中及び出産後における配慮 

①母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度につい 

て周知徹底と制度の活用を図ります。 

○産前８週間(多胎妊娠の場合は１４週間)及び産後８週間の就業制限 

○生後１年に達しない子を養育する保育時間 

○妊娠中の職員の母体又は胎児の健康保持の措置 

○妊産婦である職員が母子健康法に規定する保健指導又は健康診査を受ける場

合 

○妊娠中の職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康

の保持に影響があると認められる場合 

②妊娠中及び産後１年を経過していない職員の深夜勤務及び超過勤務の制限を図 

ります。 

③出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図ります。 

○市町村共済組合の給付制度等 
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④妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、所属長が業務分担の見直しを行います。 

⑤妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、超過勤務を命じないこととしま 

す。 

 

（２）男性の子育て目的の休暇等の取得促進 

①子どもの出生時における男性の特別休暇(２日)の周知徹底を図り、取得を促進 

します。 

②所属長は、配偶者の産前６週間、産後８週間の期間中に、当該出生に係る子又 

は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性の特別休暇（５日）を取 

得できるよう配慮します。 

 

（３）育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

ア 育児休業３）、部分休業及び育児短時間勤務制度４）等の取得促進 

①育児休業制度の拡充により、男性職員の育児休業等の取得について育児休業等 

に関する資料を各課に通知・配布し、周知徹底を図ります。 

②妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業制度等の制度・手続について説明 

を行います。 

    イ 育児休業、部分休業及び育児短時間勤務制度等の取得促進 

①育児休業の取得の申出があった場合、事例ごとに当該課において業務分担の見 

直しを行います。 

②課長会等の場において、担当課から定期的に育児休業等の制度の趣旨を徹底さ 

せます。 

    ウ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

①育児休業中の職員に対して、休業期間中の広報誌や通知等の送付等を必要に応 

じて行います。 

②職場復帰時には、円滑に復帰できるような職場環境に配慮します。 

    エ 育児休業に伴う代替要員の確保 

課内の人員配置等によって、育児休業中の職員の業務を遂行することが困難な

ときは、適切な代替要員の確保を図ります。 

オ その他 

育児中の職員のための通勤用駐車場を確保します。 
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（４）超過勤務等の縮減 

ア 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員等の深夜勤務及び超過勤務を

制限し、子どもが 3 歳に達するまでの職員の超過勤務を免除します。 

イ 一斉定時退庁日等の実施 

①週に一回の定時退庁日（ノー残業デー）を設定し、朝礼等で所属長が注意喚起 

を図るとともに、所属長が退庁を促すなど、職場の意識改革を行います。 

    ②定時退庁ができない職員が多い部署を人事担当課が把握し、課内の協力体制の 

     整備など所属長へ認識の徹底を図ります。 

    ウ 事務の簡素合理化の推進 

    ①所属長は特定の職員に超過勤務が集中しないように、業務分担の見直しや所属 

     内の協力体制を整えます。 

    ②所属長は、事務の外部委託、事務処理体制の見直しなどにより、簡素合理化を 

     促進します。 

    ③新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等について十分検討の 

     上実施し、併せて、既存の行事等との関係を整理し、代替的に廃止できるもの 

     は廃止します。 

    ④定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図ります。 

     エ 超過勤務の縮減のための意識啓発等 

    ①所属長は、超過勤務をする職員に時間外勤務等事前報告書を提出させ、超過勤 

務の状況について把握します。 

    ②人事担当課は、各課の超過勤務の状況及び超過勤務の特に多い職員の状況を把 

握して所属長に報告し、所属長の超過勤務に関する認識の徹底を図ります。 

    ③職員に対しては、縮減のための認識の徹底を図ります。 

             

（５）休暇の取得の促進 

  ア 年次休暇の取得の促進 

  ①課長会等の場において、人事担当課から、定期的に休暇の取得促進を呼びかけ 

   ます。 

②所属長は、部下の年次休暇の取得状況を把握し、計画的な年次休暇の取得を指 

導します。 

③所属長は、安心して職員が年次有給休暇の取得ができるよう、所属所内の事務処 

理において全体で協力ができる体制を図ります。 
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  イ 連続休暇等の取得の促進 

  ①子どもの予防接種実施日や授業参観日等における年次休暇の取得促進を図りま 

す。 

  ②国民の祝日、夏季休暇等とあわせた年次休暇の取得促進を図ります。    

  ウ 子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得促進 

    子どもの看護休暇等５）の特別休暇を周知し、対象職員の取得を促進します。 

エ 配偶者、父母、子等の介護をするための短期介護休暇６）の取得促進 

日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母、子等の介護や通院の付添い等に 

ついての特別休暇を周知し、該当職員の取得を促進します。 

 

  （６）職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組み 

       ①職員研修等で男女共同参画やセクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメ 

ント防止などの項目を入れて意識啓発を行います。 

    ②セクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの相談窓口を設置します。 

    ③仕事と生活の調和の推進に資するような効率的な業務運営や良好な職場環境づく 

りに向けてとられた行動については、人事評価において適切に評価を行う。 

 

  （７）不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等 

      職員が働きながら不妊治療を受けられるよう、勤務時間、休暇その他の利用

可能な制度の周知や管理職に対する意識啓発等を通じて、プライバシーに配慮

しつつ不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等を図ります。 

 

 ２ その他の次世代育成支援対策に関する事項  

 （１）子ども・子育てに関する地域貢献活動   

    ア 子どもの体験活動等の支援 

①子どもが参加する地域の活動に敷地や施設を提供します。 

②子どもが参加する学習会等の行事において、職員が専門分野を活かした指導を実

施します。 

   イ 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援 

     交通事故予防について綱紀粛正通知による呼びかけを実施します。 

   ウ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備 

子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的 
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な防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援の活動等への職員の積極的な参加を 

支援します。 

    

（２）子どもとふれあう機会の充実 

     所属長は、子どもが参加する地域においての活動やイベント等の行事への職員の 

    積極的な参加を呼びかけます。 

 

Ⅲ 数値目標 

  女性活躍法行動計画では、国の指標に従い、各団体において現状を分析し、必要な指 

標を選択し数値目標として掲げることとなっています。総論にあるように、男性も女性 

も、家庭の中で育児や介護、家事を同じように担い、職場でも責任を持って働くことが 

できるよう、仕事と家庭を両立しやすい職場環境づくりに取り組む必要がある中で、長 

井市では以下の指標について数値目標を設定し行動計画として取組みます。 

 

（女性活躍推進法に基づく数値目標） 

No 項  目 
現在（直近）の状況 目標値 

年度等 数値 年度 数値 備考 

1 

男性職員の配偶者出産休暇７）（２日）、育

児参加のための休暇８）（５日）の合計平均

取得日数 

R2 3.8日 R5 5日 

R2時点での目標値を達

成していないことから、

目標値は据置き 

2 常勤職員の平均超過勤務時間 
R2 

1月～12月 
12.41時間 R5 9.73時間 

R2時点での目標値を達

成していないことから、

目標値は据置き 

3 年次有給休暇の平均取得日数 R2 10.6日 R5 11日 

R2時点での目標値を達

成していないことから、

目標値は据置き 

 

 

【用語解説】 

（１）次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）  

急速な少子化等に対応するため、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにし、行動計画の策定 

その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定め、次代の社会を担う子どもが健やかに生 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82
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まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的として制定された法律。平成26年法律第26号改正 

により、現在は令和7年3月31日までの時限立法。 

 

（２）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）  

女性の職業生活における活躍を推進するため、国、地方公共団体、事業主等、関係者の責務を明らかに 

し、基本方針及び行動計画の策定、支援措置等について定め、これにより急速な少子高齢化の進展、国民 

の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的と 

して制定された法律。令和8年3月31日までの時限立法。 

（３）育児休業  

子を養育するために、男女を問わず、最長でその子が３歳の誕生日の前日まで、その子につき原則とし 

て１回（事情による延長は１回のみ可能）に限り休業できる制度。 

（４）育児短時間勤務制度  

育児短時間勤務とは、職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、常勤職員のまま、 

いくつかある勤務の形態（１週間当たりの勤務時間１９時間２５分、１９時間３５分、２３時間１５分又

は２４時間３５分等）から選択し、希望する日及び時間帯に勤務することができる制度。 

（５）子どもの看護休暇  

小学校の始期に達するまでの子（配偶者の子含み）の看護（負傷又は疾病にかかった子の世話や疾病の 

予防の措置のための世話）のため勤務しないことが相当であると認められた場合、１年において５日（２

人以上の場合は１０日）の範囲内で取得できる特別休暇。 

（６）介護をするための短期介護休暇  

法第１５条第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある者の介護その他世話を行うため勤務勤務 

しないことが相当であると認められた場合、１年において５日（介護対象者が２人以上の場合は１０日） 

の範囲内で取得できる特別休暇。 

（７）男性職員の配偶者出産休暇  

配偶者（事実上の婚姻者を含む）の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合、配偶者 

が出産のため入院する等の日後２週間を経過する日までの期間内における２日の範囲内の特別休暇。 

（８）育児参加のための休暇  

配偶者の出産に伴い、出産予定日の前６週間から当該出産後８週間を経過する日までの期間に、当該出 

産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む）を養育する職員が、これらの子 

の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合、当該期間内における５日の範囲内の特別休 

暇。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BE%8B

